
【別紙１】 

 

実施方針に関する質問受付・回答公表について 

 

１．質問の方法 

質問の内容を簡潔にまとめ、質問書（様式１）（Microsoft Excel により作成）に

記入し、以下のメールアドレス宛に送付すること。 

 

＜宛先＞ 

財務省九州財務局管財部第三統括国有財産管理官 

〒860-8585 熊本県熊本市西区春日 2丁目 10番 1号 

Tel：096-353-6351 

メール（宛先：hachioji-pfi@ks.lfb-mof.go.jp） 

下記２．の受付期間中に未着の場合は質問がなかったものとみなす。 

 

２．受付期間 

令和 8年 5月 12日（火）から令和 8年 5月 25日（月）17時まで 

 

３．回答公表 

質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、質問者の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると国が判断するものを除き、令

和 8年 6月 12日（金）（予定）までに以下のとおり財務省九州財務局ホームページ

において公表する。 

＜URL＞ https://lfb.mof.go.jp/kyusyu/ 
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